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契約担当官

航空自衛隊第5航空団

会計隊長 越智 靖彦

(公印省略)

下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記

1入札に付する事項
(1)件   名 歯科検診1500件
〈2)履 行 場 所 航空自衛隊新田原基地

(3)履 行 期 間 契約締結日～令和9年3月 31日
(4)契 約 方 法 単価契約
2入 札 日時  令和 8年 5月 28日 (木 )10時00分
3入 札 方 式  一般競争入札
4入 ホL場 所  航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室
5参 加 資 格
(1)令和 7・ 8・ 9年度の資格審査結果通知書 (仝省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、 C又はDの等
級に格付けされ、九州。沖縄地域の競争参加資格を有する者。

(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)防衛省 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」
に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種
の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得
ない事由を防衛省 防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

6入 札 方 法 落札決定に当たつては、入札書に記載された単価をもって決定する。入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金
額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

7保 証 金 入札保証金 :免除、契約保証金 :免除
8契約書等作成の必要の有無  有
9説 明 会 なし
10契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ
11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約条項の委託契約条項及び適用契約条項の関係条項によ

る。

12その他
(1)第 5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載され
た単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100
分の5に相当する金額を徴収することとする。

(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを
会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)

(4)入社に代理人が参加する場合は、委任状 (随意様式)を提出すること。
(5)郵便入札を可とする。その際は、入札日前日必着 (土 日祝日を除く。)とする。
(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

〒889-1492宮崎県児湯郡新富町大学新田19581

航空自衛隊新田原基地 第5航空団会計隊契約班 担当:小野

TEL 0983-35-1121(内線 )5739  FAX 0983-35-1805(直 通 )



入 本L 書
令和 8 年  5 月 28 日

契約担当官

航空自衛隊第5航空団
会計隊長 越 智 靖 彦 殿

¥
住   所
会 社 名

代 表 者 名

貴通知・公告に対し、人札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

内  訳
履行期間 :契約締結日 ～ 9.3.31

履行場所 :航空自衛隊新田原基地

品名 (件名 ) 規  格
単

位

予定

数量
単価 金 額 備 考

歯科検診 仕様書のとおり

件 1,500

― 以下余自 ―
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種  類
内容による分類 役 務 仕 様 書

性質による分類 個 別 仕 様 書

物品番号 仕 様 書 番 号

ロ
ロロ

″
ロ

又 は

件  名

歯科検診

5空団 LPS― M000012
承認 令和 6年  4月 18日
作成 令和 6年  4月 18日
改正 令和  年  月  日

作成部隊等名 衛生隊

1 総則
1.1 適用範囲
この本仕様書は,航空自衛隊新田原基地医務室が依頼する歯科検診 (以下 “役務"

という。)について規定する。
1.2 履行場所
航空自衛隊新田原基地

1.3 関連文書
航空自衛隊における健康診断及び体力検査に関する達 (昭和 60年 10月 14日航
空自衛隊達第 26号 )
1.4 -般事項
本契約に関する全責任は,契約の相手側が有する。
2 役務に関する要求
2.1 役務の内容
歯科検診 (役務の内容は別紙のとおり。)

a)本役務の実施日は,官側との調整によるものとする。
b)本役務を行うために必要な器材,消耗品は,円滑に実施するに足りる数量を契約
の相手方が準備し,使用する。
c)本役務は,官側担当者の指定する場所において実施する。
d)役務に係る診断は,契約の相手方の歯科医師が行う。
e)契約の相手側は,官側が別に示す様式及び要領で検査結果データを作成し,検査
後 1か月以内に電子データ (エクセル及び CSV)にて官側担当者に送付する。

3 監督・検査
a)監督及び検査は,航空自衛隊調達規則に基づき実施するものとする。

分類番号 :E-10-124
保存期間 :5年

保存期間満了時期 :2030.3

作成年度 :2024年 度
枚  数 :5枚
開示判断 :開示31
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品  名 歯科検診

b)

4

4.1

a)

本役務に関する事項において,部隊との調整が必要な場合には,監督官及び検査

官と調整し実施するものとする。

役務に係る指示

役務について

検査方法,結果判定基準,健康診断結果作成方法等,本業務実施に係る詳細事項
において意思疎通を図るため,官側担当者と契約の相手方担当者による事前打ち

合わせを行うこと。

契約の相手方は,適宜の実施計画書 (実施体制,実施会場の使用方法,検査器材
の搬入方法,検査,測定の順序等を記載する。)を作成し,事前に官側に提出して,

その承認を受けること。

契約の相手方は,役務履行に必要な人員を派遣し適正に配置すること。実施人数
は検者 1人につき, 1時間当たり35人 (基準)の健診を実施すること。
なお,受検者数が1日 当たり100名 を超える場合があることを考慮すること。
役務履行に伴い発生する廃棄物は,適正な手続きにより,契約の相手方が責任を
持って処分し,その費用は,契約の相手方の負担とする。
契約の相手方は,役務履行場所の現場責任者を選任し,役務履行中の安全衛生管
理に留意し,事故が起こらないよう十分注意した上,実施に関する現場の指揮監
督等業務全般の責任を負うこと。

役務履行場所の設営は,契約の相手方が実施することとし,実施日は,官側担当
者と契約の相手方担当者との調整による。

役務履行場所の設営に当たっては,受検者のプライバシーヘの配慮をできる限り

行うこと。

役務実施時間中は,契約の相手方において受付責任者及び案内係を配置し,受検
者への案内,誘導等を行うこと。

検査に起因し,体調不良を訴える等の不測の事態が発生した場合は,速やかに対
処し,官側に報告すること。
役務については,十分な経験を有する歯科医師による診断を行うこと。診断にお
ける歯式,粘膜,歯周組織異常等の表記については,官側担当者の示す表記で記

載すること。

検診時に精密検査又は治療を必要とする異常所見が認められた受検者があった場

合は,官側担当者の示す用紙に異常所見の概要を記載し,受検者に受け渡すこと。

個人情報の取り扱いについて

契約の相手方は,個人情報の漏えい等の防止のため,適切な措置をとらなければ

ならない。

契約の相手方は,個人情報保護に関する法令を遵守すること。

契約の相手方は,役務の全部又は一部を第二者に請け負わせる場合,あ らかじめ

b)

c)

d)

)C

g)

C )

h)

i)

J)

k)

4.2

a)

b)

f)
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品  名 歯科検診

書面により,契約担当官の承認を受けなければならない。
d)契約の相手方は,個人情報を複製する場合,あ らかじめ書面により,官側の承認
を受けなければならない。

e)契約の相手方は,個人情報の管理につき,定期的に検査を行う。また,官側は,
特に必要と認めた場合は,契約の相手方に対し,個人情報の管理状況に関し質問
し,資料の提出を求め又はその職員に契約の相手方の施設等の関係場所に立ち入
り調査をさせることができる。

5 その他の指示
a)契約の相手方は,新田原基地において法令及び新田原基地で定めた規則を遵守し
行動しなければならない。

b)契約の相手方は,新田原基地の施設への立ち入りに関し,規則に基づく所要の手
続きを実施し,新田原基地司令等の許可を受けるものとする。
c)契約の相手方は,新田原基地内において役務履行で必要な場所以外への立ち入り
は行わないほか,細部は,監督官等の指示に従うものとする。
d)契約の相手方は,新田原基地内で知り得た情報について,第二者に漏らしてはな
らない。

e)契約の相手方は,新田原基地内における写真撮影について,役務契約に必要な場
合及び内容のみとし,監督官等の許可を得るものとする。また,写真,フ ィルム

及びデータについては,監督官等へ提出後,完全に消去し,保持しないものとす
る。

f)契約の相手方は,役務に関連するデータについて,フ ァイル交換ソフトがインスト
ールされていないパソコン等を使用するものとし,必要書類の提出後該当データ
を保持しないものとする。

g)基地へ入門する車両にドライブレコーダーを搭載している場合,入門前にドライ
ブレコーダーの電源を切り,機能の無効化処置を実施するものとする。
なお, ドライブレコーダー機能の無効化処置の履行状況については,検査官に確
認を受けるものとする。

h)こ の仕様書に記載されていない事項で,関連法令等上,当然実施しなければなら
ない事項については,契約の相手方が関連法令等に基づき実施するものとする。
その際,疑義が生じた場合は,契約担当官と調整の上,指示を受けるものとする。

i)作業に当たっては,他の物品や施設に損害を与えないように行い,万一損害を与
えた場合は,契約の相手方の責任により回復するものとする。
j)許可なく本仕様書の複製,関係者以外への貸出を厳禁とし,契約履行後,速やか
に契約担当官に返還するものとする。

k)役務に関し事故等が発生した場合は,契約の相手方が速やかにその内容を官側に
報告する。

|
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品  名 歯科検診

1)官側は,契約の相手方が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しない場
合は,こ の契約の全部又は一部を解除することができる。
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別紙

品名及び実施項目
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実施項目 単位 予定数量

歯科検診 問診、口腔及び歯牙の理学的検査 件 1500



委 任 状

令和8年5月 28日

契約担当官

航空自衛隊第 5航空団

会計隊長 越智 靖彦 111-

(委任者 )

住  所

会 社 名

代 表 者

私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

1 件名 歯科検診1500件

2 履行場所 航空自衛隊新田原基地

(代理人)

住  所

氏  名


